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　　　　　M／Vサイカ号事件本案判決について
（セイント・ビンセントおよびグレナディーン諸島v．ギニア　1999年7月1日）

田　中　嘉　文

I．予備的考察

　セイント・ビンセントおよびグレナディーン諸島（以下，セイント・ビンセ

ントと略す）の船籍をもつとされるタンカーM〃サイカ号がギニアによって享

捕されたのは，1997年10月28日のことである。このサイカ号の享捕をめ。くって

セイント・ビンセントとギニアの問に紛争が生じ，国際海洋法裁判所において

即時釈放判決（1997年12月4日）コ’〕，暫定措置命令（1998年3月11日）幅コ，本案判

決（1999年7月1日）｛割が下された。本稿は，サイカ号をめぐる一連の判決・

命令の中から特に本案判決を取り上げて検討したい。これは，国際海洋法裁判

所による最初の本案判決である。以下本稿では，まず事件の背景と当事国の主

張を概観した後（I），判決を大きく3つの部分に分けて考察する（I－1V）。そ

の後，本判決において特に重要と思われる論点を検討し（V），結論を述べる

ことにする（w）□4〕。

1．事件の背景

　M〃サイカ号は，セイント・ビンセントに仮登録されていたとされるオイル

タンカーである。同船の所有はキプロス所在の会社Tabom　Shipping　Comp㎜y

Ltd，運行者はスコットランド所在の会社Seascot　Shipmamgem㎝t　Ltd．，積み

荷の所有者はジュネーブ所在の会社Addax　BVであった。乗組員は船長以下

全員がウクライナ国籍であり，更に3人のセネガル人を含んでいた。

　事件当時サイカ号は，ジュネーブ所在の会社Lem㎜ia　Shipp㎞g　Gmup　Lt吐

にチャーターされ，西アフリカ沖で操業中の漁船および他の船舶に燃料を供給

していた。1997年10月27日4時から14時までの問，一サイカ号はギニア領アルカ
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トラス島から22カイりの地点において2隻のセネガル漁船と1隻のギリシャ漁

船に給油した。その後サイカ号は航路を変え，ギニアのEEZの南端を越え別

の地点に向かった。翌10月28日午前4時20分からサイカ号は，ギニアのEEZ

の南側の限界より更に南の地点において，次の漁船を待っため漂泊中であった。

しかし同日午前9時，サイカ号は軽油の密輸入に従事したという理由によりギ

ニアの巡視船の攻撃を受け，享捕の上，船舶および乗組員はギニアの首都コナ

クリーに連行・拘留されたのである旧＝。積み荷はギニアに陸揚げされた。

　サイカ号の享捕をめぐるセイント・ビンセントとギニアとの紛争に関しまず

問題となったのは，サイカ号およびその乗組員の即時釈放である岨コ。1997年11

月13日，セイント・ビンセントは国連海洋法条約第292条にもとづき，国際海

洋法裁判所（以下，裁判所）にサイカ号とその乗組員の即時釈放を請求した。

これを受けて裁判所は，1997年12月4日，ギニアに対しセイント・ビンセント

による合理的な保証金の支払い又は合理的な他の金銭上の保証の提供の後，サ

イカ号とその乗組員の即時釈放を命じた。

　続いてセイント・ビンセントは，1998年1月13日，国連海洋法条約第290条

5項に基づき，裁判所に対しサイカ号およびその乗組員の釈放等を求める暫定

措置を要請した。他方，同年2月20日，ギニアは同日付けのセイント・ビンセ

ントとの交換公文（「1998年合意」）を裁判所に通知し，これによって両国は本

件の付託を既に！997年12月22日に開始されていた仲裁手続きから本裁判所に変

更することにした同。1998年2月20日，本裁判所はこれを了承した。

　ところで裁判所の暫定措置命令に先立っ1998年3月4日，ギニアはサイカ号

およびその乗組員を釈放した帽≡。しかし裁判所は，1998年3月！1日，暫定措置

の目的は失われだとしながらも，全員一致により次のような暫定措置を命じた。

すなわち，「ギニアは，1997年10月28日の船舶の章捕および拘留ならびに船長

の訴追・有罪判決に至った事件に関し，M〃サイカ号，その船長および他の乗

組員，所有者ないし傭船者に対し，いかなる司法的ないし行政的措置をとるこ

とを慎むべきことを命ずる。側」　この暫定措置命令に続いて裁判所は，サイカ

号事捕事件に関する本案判決に入ることになる。



M／Vサイカ号事件本案判決について 49

2．当事国の主張

　まず原告であるセイント・ビンセントは，裁判所に対し次のように判示する

ことを求めたω。（1）ギニアの行為は，国連海洋法条約第56条2項，58条等に

規定されているセイント・ビンセントとその旗を掲げる船舶の航行の自由およ

びそれに関する他の合法的な海洋の使用に関する権利を侵害したこと；（2）国

連海洋法条約第33条1項（a）に規定された例外を除く他，ギニアの関税および

密輸禁止法はギニアの排他的経済水域には適用できないこと；（3）ギニアは国

連海洋法条約第1u条に規定する継続追跡権を適法に行使しておらず，同条8

項に基づきサイカ号に賠償を与える責任を負うこと：（4）ギニアは，1997年12

月10日付け400，OOO米ドルの保証金の提供および同12月11日のクレディスイス

の確認後もサイカ号及びその乗組員を速やかに釈放しなかったことにより，国

連海洋法条約第292条4項および296条に違反していること；（5）ギニアは，同

国の刑事裁判所およびその手続きにおいてセイント・ビンセントをサイカ号の

旗国として召喚することにより，同国の国連海洋法条約上の権利を侵害してい

ること；（6）ギニアは即座に陸揚げされた軽油に相当する米ドル類を返還する

こと；（7）ギ三アは上言己の結果生じた損害に利子を含めて賠償する責任を負う

こと；（8）ギニアは訴訟費用およびセイント・ビンセントが被った費用を支払

うべきこと。

　他方，被告であるギニアは裁判所に対し，セイント・ビンセントの主張を受

理不可能として却下するか，さもなくば，上述の原告の主張を逐一否定する判

決を求めた。皿。以下では裁判所の推論を，管轄権および受理可能性（■），ギニ

アの行為の合法性（皿），賠償（W）の3つに分けた上で考察を進める。

1I．管轄権及ぴ受理可能性

1．管轄権

　本件に関し裁判所が管轄権を有することについては，当事国間に異論はない。

しかし，裁判所は管轄権の存在を自ら確認しておかなくてはならないとする。

先に述べたとおり，紛争は本来，国連海洋法条約付属議定書wに従って仲裁裁
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判に付託されたものである。しかし，1998年合意に基づき，当事国は本件を国

際海洋法裁判所に移すことにした。本裁判所は既に1998年2月20日の命令にお

いて，1998年合意と国連海洋法条約第287条に鑑みて，両当事国は紛争を国際

海洋法裁判所に付託することに合意したとみなすと述べている。従って裁判所

は，本件の管轄権は，1998年合意と国連海洋法条約第286，287，288条に基礎

づけられると判示する岨。

　なお1998年合意第2段落には，ギニアが国連海洋法条約第297条3項に基づ

き裁判所の管轄権に対し抗弁を申し立てたと考えられる余地がある。しかし裁

判所は，既に1998年3月11日の命令において，原告によって申し立てられた第

297条1項は，一見したところ（phma曲。ie）裁判所管轄権の基礎として十分

であると述べている。ギニアの抗弁は暫定措置に関する審理段階で提起された

ものであるが，本件においてギニアは上記の抗弁を繰り返していないばかりか，

1998年合意が本件に関する裁判所管轄権の基礎を提供すると陳述してい孔以

上のことから裁判所は，全員一致で，1998年合意の中で触れられている「管轄

権に関する抗弁」は本件に影響を及ぼさず，本裁判所は管轄権を有すると判示

しだ邊。

2．受理可能性

A．受理可能性に関する抗弁申し立ての可能性

　次に裁判所は，ギニアによって申し立てられた受理可能性に関する抗弁の検

討に移る。ここでまず問題となるのは，受理可能性に関し抗弁を申し立てるこ

と自体の可否である。セイント・ビンセントは，1998年合意第2項に言及しつ

つ，ギニアが抗弁を提起しうるのは管轄権についてのみであって，受理可能性

に関する抗弁は排除されていると主張する。更に，裁判所規則第97条によれば，

受理可能性に関する抗弁は訴訟の開始から90日以内に提起されなければならな

い。しかし原告によれば，ギニアの抗弁が提起されたのはすでに90日が経過し

てからであり，従ってギニアは受理可能性に関する抗弁を提起する権利を喪失

しているというω。これに対しギニアは，1998年合意第2項によって受理可能

性に関する抗弁の申し立ての権利を断念したわけではないし，裁判所規則第97
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条は受理可能性に関する抗弁に適用されないと述べる。ギニアによれば，いず

れにせよ，訴訟手続きが実際に開始されたのは1998年6月19日にセイント・ビ

ンセントが申述書を提出した時点であって，裁判所規則第97条に規定する時間

制限内に提起されているとする固。

　この問題について裁判所は，次の理由から原告の主張を退けている。まず第

1に，1998年合意の目的は本来仲裁裁判に付託された主題を裁半1」所に移すこと

である。仲裁裁判において当事国は抗弁申し立ての一般的権利を有している以

上，本件においても両国は同じ一般的権利を有し，それらは1998年合意と裁判

所規則の制限にのみ服する。裁判所の見解によれば，！998年合意においてギニ

アは管轄権に関する特定の抗弁について権利を留保しているが，これは受理可

能性に関する抗弁を提起する権利を奪うものではない。第2に裁判所規則第97

条1項は付随手続きで扱われるべき先決的抗弁に関する規定であって，同条に

おける時間制限は本案判決については適用されない。事実，当事国は，本件を

本案の全ての側面および管轄権に対する抗弁を同時に扱う単一の訴訟であると

する点で合意してい孔以上のことから裁半り所は・全員一致でギニアは受理可

能性に関する抗弁を提起できるとし舶，次にギニアの抗弁の検討に入る。

B．サイカ号の登録に関するギニアの抗弁

　ギニアによる第1あ抗弁は，サイカ号の登録に関するものである。これは，

本件で最も争われた問題であり，以下詳しく検討する。ギニアによる抗弁は，

章捕当時サイカ号はセイント・ビンセントに合法的に登録されておらず，従っ

てセイント・ビンセントは，サイカ号を巡るいずれの主体についても，それに

代わって法的に訴えを提起する権限を有していないというものである。而。ギニ

アは，サイカ号の仮登録期間が終了した1997年9月12日から本登録証が発行さ

れる1997年11月28日までの間，同船舶は未登録の状態であって，傘捕当時サイ

カ号は船籍をもっていなかったと主張するm。これに対しセイント・ビンセン

トは，仮登録証の終了は，当該船舶がセイント・ビンセント船籍の喪失を意味

するものではないと反論した。原告によれば，一度ある船舶がセイント・ビン

セントに登録されれば，登録から削除されるまで当該登録は有効であるし，同

国の商船船舶法第36節（2）によれば，仮登録証発行後1年間は当該証書は有
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効であるという側。この議論に対してギニアは，商船船舶法は仮登録証の自動

的延長を規定していないし，サイカ号の登録は新しい仮登録証が発行されるか

終了期間が延長されることによってのみ継続すると主張した㎜。

　この争点に関し裁判所は次のように判示した。国連海洋法条約第91条は，各

国に船舶の国籍を付与する排他的管轄権を与えている。裁判所の見解によれば，

この規定は十分に確立された一般国際法上の規則である。従って本件の場合，

船舶に国籍を付与する条件を決定するのはセイント・ビンセントということに

なる。山。裁判所によれば，セイント・ビンセントは紛争発生当時，サイカ号が

自国の旗を掲げる資格を有する船舶であるとする証拠を示したし，そうした証

拠は同国の行動によって補強されている。原告が国連海洋法条約第292条に基

づく即時釈放の訴えおよび第290条に基づく暫定措置の請求の際，裁判所の管

轄権を援用できたのは正しく旗国としての資格においてであった囲。他方ギニ

アに関する限り，．裁判所は同国が1998年／0月に答弁書を提出するまで，船籍の

登録について全く異議を唱えていなかったという点に留意せざるをえない。そ

れ以前にギニアはサイカ号の登録について調査することができたし，この点に

関する疑問を提起する機会は，1997年11月の即時釈放の時や1998年2月の暫定

措置命令の時にあったのである。また，サイカ号の船長がコナクリーの第一審

裁判所に起訴された召喚状においてギニア当局は，セイント・ビンセントは民

事責任を負うと名指しているし，上訴審の判決ではセイント・ビンセントをサ

イカ号の旗国であると述べている囎。更に裁判所は，1997年12月4日の判決お

よび！998年3月11日の命令において，サイカ号がセイント・ビンセントの旗を

掲げた船舶であるとされていることも想起する。

　かくして裁判所は，次の四つの理由からギニアの抗弁を却下した（18対2）。

すなわち，（a）仮登録証が終了し本登録証が発行されるまでの間，サイカ号の

セイント・ビンセント船籍が消失していたとは認められない；（b）本件の特別

の状況の下では，原告の行動はサイカ号が自国の船籍を有していると結論する

のに十分である；（C）ギニアはサイカ号の船籍に関する抗弁を主張してこなかっ

た；（d）本件の特別な状況の下では，裁判所が本案を却下するのは正義に合致

しない脚。

　このような裁判所の見解は，しかし，裁判官の間で多くの議論を引き起こし

た。大きな争点となっているのは，（a）に判示されたように果たしてサイカ号
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が有効にセイント・ビンセント船籍を保持していたと認められるかという問題

である。サイカ号のセイント・ビンセントに対する仮登録期間が傘捕以前，

1997年9月12日に終了していたことは争われない事実である。にもかかわらず，

サイカ号は何らかの理由でセイント・ビンセント船籍を保持していたと主張で

きるのであろうか。ここで問題となるのは，まず，セイント・ビンセントの商

船船舶法36節2項である。同項は次のように規定する。“The　pmvisiona1㏄rt冊一

。ate　of　registration　issued㎜der　subs㏄tion（玉）shau　have　the　same　e脆。t　as　the

01＝dinary　cerけ角。ate　of　registration　until　the　expiry　of011G　year　丘。m　the　date　of

iSSue．”この条項を仮登録証の有効期間が終了した後も発行から一年間は効力を

有すると解釈するセイント・ビンセントに対し，ギニアは仮登録証は最大限一

年を越えて効力を持たない，つまり一年以上の有効期問をもつ仮登録証は発行

することができないと解釈する囲。ギニアの解釈は，M㎝sah，Wol㎞㎜，Nelson，

Rao，Warioba，Ndiayeの6人の裁判官によって支持されている囲。例えばRao

裁判官は次のように述べる。原告自身の説明によれば，仮登録証は6か月の期

限で発行され，特定の場合には延長できるという。これは，仮登録証が6か月

以上効力を有するためには延長されなくてはならず，そうした延長は特定の場

合に与えられることを意味している。従って，6か月の期限で発行される仮登

録証が延長なしに，かっ，状況を問わず1年間効力を有すると考えるのは非論

理的である，と鋤。

　仮に原告の解釈が妥当であるとしても，次の問題に直面する。すなわち，商

船船舶法第36節3項は，全ての船舶登録申請者は，外国の登録証ないしそれに

あたる書類が適正に終了していることを示さなければならないと規定している。

また同37節によれば，仮登録証は，発行から60日以内に，船舶の所有者が以前

の船籍登録国から当該登録が終了したことを示さない場合には失効す孔サイ

カ号は，実は以前マルタに登録されていた。しかしながら，Warioba，Ndiaye

両裁判官の指摘によれば，裁判所が何度もマル」タ船籍の除籍の証明を求めたに

もかかわらず，原告はそれを証明する書類を提出することができなかったので

ある囲。

　このように，判決73段落（a）には6人の判事が疑問を提起してい乱しか

し，W㎞obaとNdiayeを除く4人の裁判官は，最終的にはセイント・ビンセ

ントの当事者適格を容認した。そこで考慮されたのは，ギニアがこれまでサイ



54 一橋研究　第24巻4号

ガ号の裁判官船籍に対する疑問を提起してこなかったこと，および，原告の当

事者適格を理由に本案を却下することは正義に合致しないという点であった。

特に正義の要請は，Mens曲裁判長，Wol㎞m，Rao裁判官によって言及されて

いる。本判決は，M㎝s曲裁判長が述べるように，より大きな正義を実現する

ために技術的暇疵を黙殺したといえるのではなかろうか脚。

C．旗国と船舶との真正な関係の欠如に基づくギニアの抗弁

　ギニアによって提起された第2の抗弁は，セイント・ビシセントとサイカ号

との間に真正な関係が存在しないというものである。ギニアは，この両者の真

正な関係がない限り，航行の権利の侵害および船舶の地位に関する原告の主張

は受理不可能であると主張する。なぜならギニアは，サイカ号のセイント・ビ

ンセント船籍の容認を義務づけられることはないからである㌔更にギニアは，

船舶の所有者ないし傭船者に対する立法および執行管轄権が行使されない限り，

国連海洋法条約上，旗国としての義務は満たされ得ないと主張する。ギニアに

よれば，そのような管轄権が存在しない限り，船舶とセイント・ビンセントと

の間に真正な関係は存在していないのであり，従って当該船舶に関する原告の

主張を認める義務を負わないというのである。皿。これに対しセイント・ビィセ

ントは，国連海洋法条約上，船舶と国家との間の真正な関係の存在が当該船舶

に対し船籍を付与する前提条件であるとする主張，あるいはそのような真正な

関係の欠如が旗国からその船舶に対し不法な措置をとった国に対し国際的主張

を行う権利を奪うとする議論は支持しえないと反論した。更にセイント・ビン

セントは，自国の国家実行を援用しつつ，自国とサイカ号との間には真正な関

係が存在していると主張した圃。

　国連海洋法条約第91条1項は，r国家と船舶とあ間に真正な関係が存在して

いなければならない」と規定する。裁判所によれば，この規定に関し問題とな

るのは次の2点である。まず第1に，上記の真正な関係の欠如は，他国が当該

船舶の国籍の承認を拒否することになるのか。第2に事件当時，サイカ号とセ

イント・ビンセントとの間に真正な関係が存在していたのかという問題であ

る固。まず第1の問題に関し裁判所の見解によれば，国連海洋法条約第91条1

項，第92条および94条から何らかの答えを導き出すことはできない。しかしこ
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ごて留意されるのは，1956年に採択されたジュネーブ条約草案第29条について

国際法委員会が真正な関係の存在を他国が船舶の国籍を容認する規準とする提

案を行ったにもかかわらず，1958年ジュネーブ公海条約第5条にはこの提案は

取り入れられなかったという事実である。国連海洋法条約もまた，1958年条約

のアプローチを引き継いでい孔国連海洋法条約第94条は，そのような真正な

関係の欠如を理由として，船舶が旗国の旗を掲げる権利を否定することを容認

してはいない。真正な関係に言及する第94条の目的は，旗国によるより効果的

な義務履行の確保であって，ある旗国への船舶の登録の妥当性に対し他国が異

議を唱える規準を設定するものではない的。

　裁判所によれば，以上の結論はギニアが援用する1986年2月7日の国連船舶

登録条約（未発効）によっても疑問の余地はない。いずれにせよギニアは，船

舶の所有者ないし傭船者が旗国の管轄権下にあることが船舶登録の基本条件で

あるとする自国の主張を裏付けることができるような同条約の条文を引用して

はいないのである。こうして裁判所はギニアの主張を却下した固。第2の問題

に関しては，いずれにせよ裁判所は，ギニアの提出した証拠は，サイカ号とセ

イント・ビンセントとの間に真正な関係の欠如の主張を正当化するには不十分

であるとしている固。かくして裁判所は，サイカ号と旗国との真正な関係の欠

如を理由とするギニアの抗弁を却下した（18対2）㌔

D．国内的救済完了の原則に基づくギニアの抗弁

　ギニアによる第3の抗弁は，サイカ号に対するギニアの攻撃によって損害を

被ったとされる原告側の自然人および法人はギニアにおいて国内的救済を尽く

していないため，原告の主張は受理不可能だとするものである。ギニアによれ

ば，特にサイカ号の船長は最高裁に上告していないし，サイカ号およびその積

み荷の所有者もギニアにおいて訴えを提起できたにもかかわらず，　いずれも

そのような手続きをとっていない囲。他方セイント・ビンセントは，ギニアが

侵害したのは旗国たるセイント・ビンセントの権利であるため，国内的救済完

了の原則は適用されないと反論した。またセイント・ビンセントによれば，国

内的救済完了の原則は，訴えを主張する主体と当該訴えの対象となる国家との

間に管轄権の関連性が存在する場合にのみ適用されるが，本件の場合，サイカ
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号の傘捕はギニアの領域管轄権の外側においてなされ，武力でギニアの管轄権

下に連行されたため，そのような関連性は存在していない。更に原告によれば，

尽くされるべき有効な国内的救済も存在していなかったという固。

　上の問題に関し，国連海洋法条約第295条によれば，国内的救済が尽くされ

るべきか否かは国際法によって決められることになる側。裁判所の見解によれ

ば，ギニアによって侵害されたと主張される権利は，全て国連海洋法条約第33，

56，58，111，292条ないし国際法によってセイント・ビンセント・に属すると考

えられる。第一読会をへて国際法委員会によって採択された国家責任条約草案

第22条によれば，国内的救済完了の原則は，国家の行為が，外国人に対し付与

される取り扱いに関する国際義務によって要求される結果に合致しない場合に

適用される側。しかし，侵害されたとされるセイント・ビンセントの権利は全

て，同国の権利の直接的侵害であって，いずれも外国人の取り扱いに関する義

務違反とはみなせないものである。従って，原告の主張は国内的救済完了の原

則に服すものではない蜴。また，国内的救済完了の原則の適用に際しては，損

害を被った主体と違法行為に対し責任を負う国家との間に管轄権の関連性がな

ければならない。本件の場合，サイカ号をめぐる自然人ないし法人との間に管

轄権の関連性があるか否かという問題は，ギニアの関税に関する法の関税域へ

の適用が国連海洋法条約の下で許容されるかどうかにかかっている。この問題

は後に検討されるが，そこで裁判所は問題となる関連性は存在しないと結論す

るであろう。このことからも国内的救済完了の原則は本件において適用されな

いことにな孔以上のことから裁判所は国内的救済完了の原則に基づくギニア

の抗弁を却下した（18対2）鮒。

　こgような裁判所の見解に対し裁判官の間で異論がないわけではない。問題

は本件の対象が原告の国家としての権利の侵害なのか私人の権利侵害をも含む

のかという点にある。この点に関しWo1㎞m裁判官は，シシリー電子工業会

社事件で判示されたとおり，国内的救済完了の原則から免除されるためには，

問題となる違法行為に関する紛争が個人とは区別されかつ独立したものでなけ

ればならないと主張する。しかし同裁判官によれば，裁判所自身による賠償が

セイント・ビンセントではなく，主としてサイカ号の乗組員，船長，同船の所

有者および傭船者に向けられていることからわかるように，個人に関する問題

を含んでいる。　そして賠償を受ける権利は，その侵害が国際責任を生じさせ
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るような国際的に保護された権利の存在を前提としているのである。また，国

連海洋法条約第111条8項および第110条3項は，航行の自由は自然人ないし法

人の権利をも含んでいることを示唆している。こうしてWo1虹m裁判官は，

航行の自由の権利侵害から生じる紛争を専ら国家間紛争とみなす多数意見に疑

問を呈している幽。

　後にみるように，本件において金銭賠償がなされる対象はサイカ号に関係す

る法人および私人であ乱実際，裁判所は，具体的な個人名まで指定して賠償

額を決定してい孔これに対しセイント・ビンセントの旗国としての権利侵害

に関しては，裁判所は，ギニアの行為を違法とする宣言で十分であるとしてい

る。従ってギニアによって「直接」侵害されたのが，サイカ号に関係する法人

および私人の権利ではなく，専ら旗国たるセイント・ビンセントの権利である

といえるのかどうか，議論の余地はあるであろう岨。いずれにせよ，後に裁判

所が判示するとおり，ギニアの関税法はサイカ号に対し適用できないことから，

本件においては国内的救済の完了は必要ではないと考えられる。

E．乗組員の国籍に基づくギニアの抗弁

　受理可能性に関するギニアの最後の抗弁は，セイント・ビンセントのいくつ

かの主張は，同国の国籍を持たない自然人ないし法人の権利侵害にかかわるも

のであるため，裁判所に訴えを提起できないとするものである。ギニアによれ

ば，船舶，船長および他の乗組員，積み荷の所有者が被った損害に関する原告

の主張は，明らかに外交的保護にあた孔従ってセイント・ビンセントは，自

国の国籍をもたないこれらの自然人，法人にかわって訴えを提起する管轄権を

もたないというのである蝸。これに対しセイント・ビンセントは，国家はその

国籍を有する者に対してのみ保護を主張しうるという国際法規貝1」は，その旗を

掲げる船舶における人および物には適用されないと反論した。セイント・ビン

セントによれば，旗国は船舶および同船内ないしそれに関連するの全ての人に

対する侵害について訴えを提起する権利をもつのである帥。

　この問題について裁判所は，まず，国連海洋法条約第94条および第217条は，

旗国の国民とその国籍を持たない者とを区別していなことを指摘する。同条約

第！06条，110条3項，111条8項，292条も同様である。これらの規定は，国連
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海洋法条約が船舶を一つの単位（㎜it）と考えていることを示している。従っ

て，船舶，その中にある全ての物およびその操業に関連する全ての人は旗国に

結び付けられているものとして扱われる。ここでは，そうした人の国籍は無関

係である鯛。更に裁判所は，船舶の乗組員の多国籍化と同一船舶内における積み

荷の利益の多様性に留意しづつ，もし損害を被った人がその国籍国の保護を求

めなければならないとしたら，不当な困難が生じるであろうと指摘する。以上

のことから裁判所は，国籍を理由とするギニアの抗弁を却下した（18対2）側。

　以上のように裁半1」所は，受理可能性に関するギニアの抗弁を全て退け，次に

ギニアの行為の合法性に関する実体部分の検討に入る。

皿．ギニアの行為の合法性

1．合法性が否定された行為

A1サイカ号の享捕

　まず第1に問題となるのは，ギニアによるサイカ号の牽捕の合法性である。

セイント・ビンセントは，サイカ号はギニアのいかなる規則にも違反しておら

ず，また，サイカ号への適用が問題となっているギニア法は国連海洋法条約と

両立しないことを理由に，当該享捕は違法であると主張した醐。

　ギニアによるサイカ号奪捕の理由は，主としてサイカ号によるギニアの密輸

禁止法L／94／O07違反であ孔ギニアによれば，L／94／O07法第1条は許可なく軽

油を「ギニア」に輸入することを禁止しているが，サイカ号はギニアの関税域

内で漁船に給油することによってこれに違反したというのである。ギニアの関

税法（Customs　Code）第34条2項によれば，ギニアの関税域（customs　mdius）

は陸と海を含み，海上では沿岸から250㎞の海域であると規定されている。

L／94／O07法第1条には関税域への言及はない。しかしギニアは，関税法第34条

に基づき，L／94／007法第1条は関税域において行われた行為に適用可能である

とする。事実，同法第1条にいうrギニア」は関税域を含むというのがギニア

の一貫した慣行でありかつギニアの国内裁判所の見解である。ギニアによれば，

こうした事実は，国際海洋法裁判所はギニアの国内法がギニア当局ないしギニ

アの裁判所によっ．て適切に適用されてきたか否かを検討する管轄権を有してい
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ないため，本件では問題とされえないとされる苗㌧

　他方セイント・ビンセントは，関税域はギニアの関税法第1条に規定される

r関税領域（CuStomS　te㎞toW）」の一部ではなく監視のための特別な空間であっ

て，ギニアの関税に関する諸法（CuStOmS　laWS）は関税域には適用されないと

述べる。サイカ号はギニアの領海には全く侵入しておらず，軽油をギニアの関

税領域に持ち込んではいない。このことからセイント・ビンセントは，サイカ

号はギニアの排他的経済水域内で漁船に給油することによっていかなるギニア

法にも違反していないと主張した。更に原告は，ギニアの関税に関する法の排

他的経済水域への拡大適用は国連海洋法条約に反するとする。国連海洋法条約

第56条は，ギニアに対し，関税に関する法ないし規則の適用を排他的経済水域

にまで拡大する権利を付与していない。従って原告によれば，排他的経済水域

内でとられたサイカ号に対する措置は違法であるということになる㌔

　上言己の問題に関し本裁判所は，まず，上部シレジア事件に関する常設国際司

法裁判所判決を援用しつつ，ギニア法の適用に際し，ギニアが国連海洋法条約

および一般国際法に従って行動したか否かを検討することは妨げられないと述

べる。更に，国連海洋法条約第58条3項に基づき裁判所は，沿岸国および非沿

岸国の権利義務は，国連海洋法条約のみならず沿岸国の国内法からも生じるの

であり，同裁判所は沿岸国国内法の国連海洋法条約との両立可能性を決定する

管轄権を有すると判示した固。

　裁判所によれば，サイカ号に対する措置の法的根拠に関し、ギニアは自国の

慣行以外に自らの主張を裏付ける証拠を提示していない。仮にギニアの主張す

るとおり，同国の国内法がサイカ号に適用されるとしても，そうした国内法が

国連海洋法条約と両立するか否かという問題は残るのである固。問題となるの

は，ギニアの関税域内の排他的経済水域における同国の関税に関する諸法の適

用が，国連海洋法条約上，正当化されうるのかどうかである。裁判所の見解で

は，国連海洋法条約は沿岸国に対し，人工島ないし人口構築物を除く排他的経

済水域において，そうした関税に関する諸法を適用する管轄権を付与していな

い冊。

　更にギニアは，関税域内における給油の禁止の法的基礎は，国連海洋法条約

第58条に見出されると主張している。同条3項にいう「他の国際法の規則」に

よって，関税域におけるギニア関税および密輸に関する法の適用は正当化され
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るというのである。ここでギニアは，大きく二つの観念に依拠している。一つ

は「公益（public㎞terest）」の観念であり，これは排他的経済水域における管

轄権の範囲を拡大するために援用される。他の一つは「緊急状態（state　of

n㏄eSSi奴）」の観念であり，これは国連海洋法条約上，違法かもしれないが，

自国の措置を正当化するために用いられる固。

　まず，「公益」の観念について裁判所は，この観念に訴えるならば排他的経

済水域において沿岸国は，自国の経済的「公益」に影響を与えるか「財政上の

損失」を引き起こすとみなされるどのような活動も禁止することが可能となる

と述べる。しかしこれは，排他的経済水域における他国の権利を縮小すること

になるであろう。裁判所の見解によれば，これは国連海洋法条約第56および58

条と両立しない師。

　次に「緊急状態」に関し国際司法裁判所は，1997年，ガプチコーポ・ナギマ

ロス事件において，この観念に基づく正当化を可能にする二つの条件に言及し

てい乱その条件とは，国家責任条約草案第33条1項に規定されるとおり，

（a）国家の不可欠な利益の保護と（b）他国の不可欠な利益を侵害しないこと

の二つである。しかしギニアは，自国の不可欠な利益が重大な侵害を被ること

を立証していない。仮に漁船に対する軽油の販売から得られる利益を最大にす

ることがギニアの不可欠な利益であるとしても，それは関税に関する法を排他

的経済水域に拡大することによってしか保護され得ない利益であることを意味

しない。以上の理由から裁判所は，排他的経済水域を含む関税域への関税に関

するギニア法の適用は国連海洋法条約に違反し，ギニアによるサイカ号および

その乗組員の享捕もまた同条約に違反すると判示した（18対2）㌔

　このように裁判所は，ギニアの関税に関する法の排他的経済水域への適用を

否定し，排他的経済水域における沿岸国の管轄権の拡大に対し厳格な態度を示

している。国連海洋法条約は，排他的経済水域において沿岸国が行使しうる主

権的権利の全てを明確に規定しているわけではない。第自9条が規定しているよ

うに，沿岸国に属するか非沿岸国に属するか不明確な事項も存在する固。更に，

排他的経済水域に対する沿岸国管轄権の拡大も懸念されている伍。。こζで裁判

所が「公益」に基づく議論を却下し，更に「緊急状態」に基づく議論を厳格に

解釈したことは，排他的経済水域における沿岸国の管轄権の拡大を防止する上

で重要な意味をもっと思われる。
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B．継続追跡

　次に問題となるのは，ギニアが国連海洋法条約第111条に規定される継続追

跡権を適法に行使したか否かである。セイント・ビンセントはこれを否定して

いる。原告によれば，そもそもサイカ号はギニア法に違反しておらず，従って，

ギニア当局はサイカ号が自国の法令に違反したと信ずるに足りる「十分な理由」

が存在していない。仮にサイカ号がギニア法に違反していたとしても，ギニア

は第1王1条に規定する他の条件を満たしていない。なぜなら追跡が開始された

ときサイカ号はギニアの接続水域の全く外側におり，また，追跡はいったん中

断されているからである。更に原告によれば，第111条で要求されている視覚

的・聴覚的停船信号も発せられていない制。これに対しギニアは，追跡はサイ

カ号の関税および密輸法違反が伝えられてからすぐに開始され，1997年10月28

日早朝に同船は自国の排他的経済水域にいたと反論した。またギニアによれば，

王O月28日午前4時，サイカ号に対して停船命令を出したが無視されたという。

更にギニアは，確かに掌捕はギニアの排他的経済水域の外側で行われたが，こ

れは旗国ないし他国の領海の外側であり第111条に反しないと主張する醐。

　．この争点に関し裁判所は，国連海洋法条約第111条に規定される要件は累積

的なもので，合法的に継続追跡権が行使されるためには全ての要件が満たされ

なくてはならないが，本件の場合，幾つかの要件が満たされていないと指摘す

る。第1に1997年ユO月27臼に開始されたとされる追跡に関し裁判所に提出され

た証拠によれば，ギニアの関税当局と海軍の共同任務命令が出された時点では，

ギニア当局はサイカ号が自国の排他的経済水域において違法行為を行ったとい

う嫌疑しかもちえなかった。そうした状況下では視覚的・聴覚的停船信号がサ

イカ号に出されたはずはない。また，巡視船P35はサイカ号が航路を変えた時

点でいったん呼び戻されており，継続追跡は明らかに中断されている。第2に

1997年10月28日に開始されたという追跡についても，追跡開始前に必要な停船

信号が発せられたという形跡はない。更に先に判示したとおり，サイカ号はど

のギニア法にも違反していない。従って，本件においてギニアが継続追跡権を

行使する法的根拠は存在しなかったことになる。以上の理由から裁判所は，ギ

ニアによるサイカ号事捕は国連海洋法条約に基づく継続追跡権の行使によって

正当化されないと結論した（18対2）鵬。
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C．武力行使

　次に原告は，ギニアは，サイカ号を停船，牟捕する際に過度，かっ，不合理

な武力を行使したと主張した。非武装の上，軽油を満載し最大速度が10ノット

であるサイカ号に対し，ギニアは大口径の自動銃から実弾を発砲したというの

である脚。他方ギニアは，サイカ号が停船命令に従わなかったためやむをえず

発砲したのであって，また大口径の銃は用いなかったと反論した。またギニア

によれば，船長および乗組員に対し，武力の行使から生じた損害については責

任をとっているという冊。

　この問題に関し裁判所は，次のような判断を下している。国連海洋法条約に

は停船時における武力行使に関する明示的な規定は存在しないが，国際法によ

れば，武力の行使はできる限り避けねばならず，やむを得ず武力を用いる場合

であっても合理的で必要な範囲を越えてはならない。他の国際法の分野と同じ

く海洋法においても人道上の配慮は，勘案されねばならないのである。武力行

使は最後の手段であって，その場合であっても船舶に対し適当な警告が発せら

れなければならないし，人命が損なわれないようあらゆる努力をしなければな

らない。こうした基本原則は，アイム・アローン号事件，レッド・クルーセイ

ダー号事件および公海漁業実施協定第22条1項（θにおいても確認されてい

る冊。裁判所によれば，サイカ号が軽油をほぼ満載しており喫水線が下がって

いたという事実，サイカ号の最大速度が10ノットであることから，ギニアの警

備員は難なくサイカ号に乗り込むことができたはずであ孔いずれにせよ，国

際法および国家実行によって要求される信号および警告を発することなく，高

速の巡視船から実弾を発砲することは正当化できない。またギニア警備員は，

サイカ号上で過度な武力を行使している。サイカ号の乗組員から武力を行使さ

れる恐れはなかったにもかかわらずギニア士官は無差別に発砲し，サイカ号に

深刻な損害を与えた上，より重大なことに二人の乗組員に重傷を与えたのであ

る。以上の理由から裁判所は，ギニアは過度に武力を行使し人命を危険にさら

すことによって，セイント・ビンセントの国際法上の権利を侵害したと判示し

た（18対2）固。
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2．合法性が容認された行為

A．召喚状

　セイント・ビンセントは，コナクリーの一審裁判所に訴追されたサイカ号の

船長の刑事手続きに関して発行された召喚状の中で，自国が「民事的に責任を

負う」と記載されることによって，ギニアは原告の国際法上認められる権利を

侵害したと主張した。しかし，召喚状における記載はギニア法において全く法

的意味を持たないとされている。また，召喚状はサイカ号の船長に対する法的

手続きの中で取りあげられていないし，サイカ号の乗組員について用いられた

証拠はない。これらの点に鑑みて裁判所は，召喚状にセイント・ビンセントを

記名することは不適当であるとしても，それ自体では同国の権利を侵害したこ

とにはならないと判示した（！8対2）冊。

B．即時釈放判決の遵守

　原告によれば，ギニアは即時釈放に関するユ997年12月4日の判決に基づき，

サイカ号を速やかに釈放しなかったことにより，国連海洋法条約第292条4項

および296条に違反したという㌔確かに，ギニアによってサイカ号が釈放され

たのは，セイント・ビンセントが合理的な保証金を支払ってから80日後のこと

であり，これは速やかな釈放とはいえないと裁判所は考える。しかしながら，

釈放の遅延には多くの要因がかかわっており，それらの全てがギニアの過失と

はいえない。従って本件の状況においては，ギニアは！997年12月4日判決を遵

守していないとはいえない。以上の理由から裁判所は，国連海洋法条約第292

条4項および296条に違反しているとはいえないと結論した（17対3）m。

　以上概略を示したように裁判所は，サイカ号の享捕，継続追跡，武力行使に

関しては，ギニアの行為を違法とであると判示し，他方，召喚状および即時釈

放の遵守については違法とはいえないとする判断を下したのである。これを踏

まえて裁判所は，賠償問題の検討に移る。



64 一橋研究　第24巻4号

IV．賠償問題

1．賠償

　セイント・ビンセントは裁判所に対し，国連海洋法条約第111条8項および

国際法に基づき，国連海洋法条約において認められた権利の侵害から生じる損

害について，ギニアが責任を負うと判示するように求めている。セイント・ビ

ンセントによれば，船舶，船舶所有者の財政的損失，サイカ号の傭船者，積み

荷の所有者，船長，乗組員および他の乗員に対する損害について賠償がなされ

るべきであるという。更にセイント・ビンセントは，自由の喪失および苦痛を

はじめとする個人的傷害に関しても賠償を請求した。同時に，物的損害には8

％の利率が付されることを請求している刷。

　国連海洋法条約第111条8項は，船舶は正当でない追跡権の行使によって被っ

た損害に対する賠償を受けると規定しているし，賠償は第304条に規定すると

おり一般国際法においても認められている。裁判所によれば，他国の国際違法

行為の結果損害を被った国家が当該違法行為を行った国家から賠償を受ける権

利を有することは，国際法上，十分に確立された現員1』である。そこで裁判所は，

常設国際司法裁判所におけるホルジョウ工場事件判決，国家責任条約草案42条

に述べられている一般的規則に言及した後，次のように判示した。セイント・

ビンセントは，権利侵害から直接被った損害およびサイカ号（関連する全ての

自然人・法人を含む）が被った損害ないし損失について賠償を求める権利をも

つ。それらは，乗組員に対する傷害，不当な享捕，拘留ないし他の形態の不法

な扱い，財産に対する損害ないし財産の押収，利益の損失をはじめとする他の

経済的損失を含軌次に裁判所は，経済的損失については利子が支払われるの

が公平かっ合理的であると考える。しかし全ての事項に一律の利率が課される

必要はない。そこで裁判所は，賠償額については6％，軽油の価値については

8％，拘留および傷害，苦痛等の賠償については3％の利率を適用するとした。

更に裁判所は，総額2，123，357米ドルが利子と共に支払われるべきであると結論

している冊。他方，自国の旗を掲げる船舶に関する権利が侵害されたことに対

する賠償に関して裁判所は，ギニアによる違法行為の宣言が十分な賠償とみな

されると述べている。なお原告が請求するサイカ号の傘捕から生じる登録料の
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損失に関しては，証拠がないとして裁判所はこれを却下した（18対2）胴。

2．金銭上の保証

　次に問題となったのは，1997年12月4日の判決に従って，サイカ号およびそ

の乗組員の釈放条件として原告が支払った金銭上の保証である。裁判所に対し

セイント・ビンセントは，金銭上の保証としてギニアに支払われた銀行債務保

証が返還されるよう求めた。同即時釈放判決に基づきセイント・ビンセントは，

ギニアに対しサイカ号から荷揚げされた軽油の額，および400，000米ドルを支

払っている。裁判所は，本件は即時釈放判決とは区別されるものであり，後者

は本件で争点とならないと強調する。しかし，原告は金銭上の保証を賠償の対

象となるべき損失の一つとしているし，本裁判所も軽油の荷揚げから生じる損

失については裁定を下している。そこで，銀行債務保証に関しても適当な措置

をとる必要があると裁判所は考える。そこで裁判所は，当該銀行債務保証はも

はや有効性をもたないとされるべきである点に鑑みて，必要な文書はギニアか

らセイント・ビンセントに返還されるべきであるとした。』。

3．裁判費用

　最後に裁判費用に関し当事国は，1998年合意において，裁判所は訴訟手続き

において勝訴した当事国が支出した法的およびその他の利益について判示しな

ければならないと合意していた。また，訴訟書面および最終的提出において，

各当事国はそうした費用を判示するよう裁判所に求めていた。更にギニアは暫

定措置に関する訴訟の中で，・手続きにかかった費用を半1」示するように求めてい

た冊。この問題に関し，裁判所は次のように述べている。裁判所規程34条に規

定されているとおり当該裁判所における訴訟費用は，別の決定がない限り，各

当事国が自国の費用を支払うことになっている。本件において裁判所はこの一

般規則から逸脱する必要を認めない。従って，暫定措置，本案双方に関し，各

当事甲が自己の費用を支払うべきである（1ア対3）㈲。他方，Caminos，Y舳。v，

Aki，A皿ders㎝，V吐as，Treves，E㎡ksson裁判官の共同宣言は，本件においては

勝訴した側が裁判費用を受け取る旨の合意があったこと，裁判所は賠償にっい
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て決定していることから，裁判費用についても一般原則ではなく被告は原告に

対し裁判費用を支払うよう決定することによって一貫性が保たれると述べてい

る㈹。

V．若干の考察

　以上のように裁判所が扱った論点は多岐にわたっている。ここでは，紙幅の

都合上，特に興味深い論点を4つ取り上げ検討を加えることにする。

1．国際司法裁判所およびその他の裁判・調停の先例との整合性

　国際海洋法裁判所の設立に関しては，このように専門化した裁判所の設立に

より国際法の統一的解釈が阻害されるのではないかとの危惧が表明されてい

た冊。　しかし，少なくとも本判決の推論の主要部分に関しては，そのような危

慎はあたらないように思われ乱むしろ　　ある意味では当然のことであろう

が一リーディングケースとなる国際判例ないし調停に依拠しつつ，議論を組

み立てているように思われる。例えば，ギニアの武力行使に関する推論ではア

イム・アローン号事件およびレッド・クルーセイダー事件が援用され，こうし

た先例を踏まえた上で判断が下されている。また，最近の国際司法裁判所判決

であるガプチコーポ・ナギマロス事件や国家責任条約草案にも言及し，海洋法

以外の分野に関する国際法の発展との整合性を保つべく腐心している跡がうか

がわれる側。しかしながら，国際海洋法裁判所自身が下した即時釈放事件判決

との間にむしろ、整合性を疑う余地があるように思われ乱

2．1997年12月41ヨ即時釈放事件判決との整合性

　　事実およびギニアの行為の評価の両面において，即時釈放に関する1997年

12月4日判決との整合性が問題となりうる。まず事実に関し，即時釈放判決で

は，サイカ号による給油はアルカトラズ島から32カイリにあるギニアの排他的

経済水域で行われ，当該活動がギニアの接続水域で発生したとの立証はないと

述べられている冊。これに対し本件では，サイカ号による給油はアルカトラズ

島から22カイリの地点で行われナことされている。そうであれば，当該活動はギ
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ニアの接続水域内で発生したことになる。もっともこの点に関しては，ギニア

自身が接続水域は本件において関連性をもたないと述べていることから，裁判

所の推論に影響を及ぼさないであろう剛。

　次にギニアの行為に関する裁判所の解釈についても相違がみられる。即時釈

放判決においては，即時釈放を規定した国連海洋法条約第292条の適用の可否

をめぐって，排他的経済水域における給油の規制が第73条にいう沿岸国の主権

的権利の範囲内に入るか否かが問題となった。第73条2項は傘捕された船舶お

よびその乗組員の即時釈放を定めており，ギニアの行為が第73条の枠内に入れ

ば即時釈放の規定が適用されることになる。原告であるセイント・ビンセント

がギニアの行為を第73条にあたるものと主張したのに対し，被告ギニアはサイ

カ号の章捕は関税法に違反する密輸に基づくものであって第73条の問題ではな

く，即時釈放の規定は適用されないと反論した。

　裁判所はギニアの主張を退け，ギニアの行為を第73条と結び付ける解釈を支

持した。その理由として裁判所は，サイカ号車捕の根拠とされるギニア法

94／007／CTRM第4条が漁船に対し，無許可の燃料補給を禁止していること，

ギニアの海洋漁業法95／13／CTRMが漁業に関連する活動の中に給油を含めてい

ること搦，ギニアの依拠する海事法第40条は国連海洋法条約第56条に添った形

で規定されており，これは排他的経済水域における沿岸国の管轄権に関連する

と考えざるをえないことを挙げている固。更に裁判所はギニアの行為を関税法

に基づくものとすれば同国は初めから国際法違反として行動したことになるの

に対し，第73条の枠内の行為と解釈すれば，ギニアは当該章捕を国連海洋法上

認められた行為として遂行したとの推定が可能となる。ここで国際法違反とみ

なされる分類とそうでない分類のいずれかを選ぶならば，後者をとらざるをえ

ないと説明している側。かくして裁判所は，ギニアによるサイカ号の享捕は国

連海洋法条約第73条の枠内に入りうると結論したのである鵬。ただし，ここで

注意しなければならないのは，即時釈放判決における評価規準は，本案判決と

異なり，当該主張が「立論可能か十分にもっともらしい性質をもつもの」であ

るかどうかでよいとしている点である蝸。従って即時釈放判決において裁判所

は，ギニアによるサイカ号の享捕が第73条に基づく行為であるとはっきり認め

たわけではない。

　しかしながら以上のような裁判所の見解に対しては，反対意見の中で批判が
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集中した。反対意見の多くは，被告はあくまで関税法違反を主張しており，解

釈上もサイカ号の章捕を第73条に結び付けるのは困難であると指摘した醐。ま

た，r立論可能か十分にもっともらしい性質をもつもの」という規準について

も，なぜ本案と異なる緩やかな規準を適用しなければなら．ないのかという強い

批判がなされている胴。即時釈放判決は12対9という僅差で決定されており，

裁判所はかなりの数の反対を押し切ってギニアの行為を国連海洋法条約第73条

に結び付ける立場をとったものといえよう。

　他方，本案判決では，専らギニアの関税法の排他的経済水域への適用が問題

とされた。裁判所がこれを違法としたのは先にみたとおりである。即時釈放判

決においても，もしギニアの行為が関税法に基づくとするならば国際法違反と

して行動したことになると述べており，その意味では裁判所の推論は一貫して

いるといえる。しかし即時釈放判決において裁判所は，関税法違反を主張する

被告自身の見解を退け，ギニアの行為は国連海洋法条約第73条の枠内の行為と

考えうるとしたのではなかったか・ギニアの関税法の排他的経済水域への適用

は違法であるとしても，では国連海洋法条約第73条の行為としてはどうなのか。

原告自身，即時釈放判決の際には，ギニアの行為を関税法ではなく第73条に基

づく行為であると主張していたではないか。確かに即時釈放判決は，本案判決

とは区別される独立した判決である鵬。　しかし，この点を勘案してもなお両者

の整合性については疑間の余地があるように思われる。

3．排他的経済水域における漁船への給油活動の評価

　上の論点と関連して問題となるのは，排他的経済水域における漁船への給油

活動の評価である。これは，沿岸国の権利と非沿岸国の権利のバランスの問題

に関わってくる。排他的経済水域における漁船への給油に関し，国連海洋法条

約は明示的な規定を置いていない。セイント・ビンセントは当該給油行為を航

行の自由ないし航行の自由に関連する他の合法的な海の使用である’と主張した。

他方ギニアは，給油活動は航行の自由にはあたらないと主張した。更にギニア

は，排他的経済水域における給油の全てが同じように評価されるのではなく，

給油の対象となっている船舶の当該水域における活動の仕方によって評価が異

なると述べている帥。
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　この問題について裁判所は，本件で決定すべきはギニアの行為が国連海洋法

条約に合致するかどうかであるとしている。そして，この点について判示した

以上，裁判所は排他的経済水域における給油活動に関する沿岸国ないし非沿岸

国の権利というより大きな問題は検討する必要がないとした。山。他方，主文に

おいて裁判所は，ギニアは国連海洋法条約におけるセイント。ビンセントの権

利を侵害したと決定している醐。セイント・ビンセントが裁判所に対する要求

の主張の中で言及しているとおり，本件で問題となっている原告の権利は主と

して航行の自由にかかわるものである。従って，La㎞g裁判官の指摘するよう

に，ギニアによるセイント・ビンセントの権利侵害を認定することによって，

裁判所は間接的に原告の行為を航行の自由の範躊に入ると認めたと解釈しうる

余地があると思われる囲。もしそ二うであるとすれば，海洋法における法の秤は，

自由を基盤とする非沿岸国の側に傾くであろう。

　しかしながら，ギニアによる関税法の排他的経済水域への適用は違法である

としても，排他的経済水域における漁船への給油は，原告の主張するように航

行の自由ないしそれに関連する活動と位置づけることができるのであろうか舶。

ここで，即時釈放判決において裁判所自身が提示した見解が想起される。1997

年の判決で裁判所は，漁船への給油を漁業活動に結びつけた上で，これを沿岸

国の主権的権利の対象とみなす解釈をとっている。その際裁判所は，南太平洋

流し網漁業の禁止に関するウェリントン条約を初め，排他的経済水域における

漁船への給油を漁業活動に含める規則の存在を指摘している。確かに即時釈放

判決において裁判所は，漁船への給油を沿岸国の主権的権利に含める解釈が十

分に成り立ちうると述べたに止まり，これが国際法上合法であると明確に判示

したわけではなし．・。しかし裁判所は，当該給油活動の取り締まりを関税法違反

とするならば国際法違反となるが，これを第73条の枠内のものと考えればそう一

した国際法違反を避けることができると述べている蝸。Mensah裁判長が指摘す

るとおり，これは事実上，第73条に基づく沿岸国による漁船への給油活動の取

り締まりは合法であるとみなしたに等しいとも考えられる鯛。このように即時

釈放判決で裁判所自身がとった解釈に従うならば，排他的経済水域における漁

船への給油は航行の自由ではなく沿岸国の権利に結び付けられることになり，

法の秤は沿岸国の側に傾くことになるであろう。いずれにせよ，本案判決の中

で裁判所はこの問題を正面から検討したわけではなく，その評価は将来に委ね
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られているといえよう。

4、船籍に関する真正な関係と他国の承認

　最後に，旗国と船籍との間の真正な関係と他国による国籍の承認の問題に関

し裁判所は，この両者を切り離す判断を示した。先に述べたとおり裁判所は，

公海条約第5条の起草過程を踏まえた上で，船舶と旗国との間に真正な関係が

ないことを理由とする船籍の否認は認められないとしたのである。この点に関

連する国内判決としては，領海外からの無許可放送をめぐるマグダ・マリア号

事件がある師。　これは，1981年8月1日，オランダ海上警察が同国の領海外で

無許可放送に従事していたパナマ船籍をもつマグダ・マリア号を臨検し，アム

ステルダムに連行したのに対し，同船の所有者であるパナマの船舶会社が船舶

の釈放と放送機器の返還を求めた事件である。この事件に関しハーグ控訴裁判

所は，1986年5月26日，旗国であるパナマとマグダ・マリア号の問に真正の関

係がないために無国籍となるという検察側の主張を否定した。当該裁判所は，

真正な関係の原則は旗国たるパナマに管轄権を効果的に行使するよう義務づけ

る観念であるが，しかしこれは，パナマによって当該船舶に付与されたパナマ

族を掲げる権利を，オランダ政府が承認ないし否認する権利をもつことを意味

するものではないと判示したのである醐。

　真正な関係と他国による船籍の承認を直接扱ったものではないがこれに関連

する事例としては，国際司法裁判所によるr政府間海事協議機関の海上安全委

員会の構成」に関する勧告的意見（1960年）がある。政府問海事協議機関条約

第28条によれば，IMC0の海上安全委員会は海上の安全に重大な利害関係を有

する14か国で構成され，その内8か国以上は最大船腹保有国でなければならな

いと規定されている。ところが，1959年工月15日に選出された委員国の中に，

船舶保有量が世界第3位のリベリアと第8位のパナマが含まれていなかったた

め，この選出の妥当性をめぐって論争が生じた。議論の過程において，一㎜CO

総会は船舶と旗国との真正な関係を考慮することができるという主張がなされ

た。しかし国際司法裁判所は，最大船舶保有国の決定は専ら当該国家の登録ト

ン数によるという結論に達したため，更に真正な関係に基づく主張を検討する

には及ばないとした醐。
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　船舶と旗国との間の真正な関係の観念は，公海条約第5条，国連海洋法条約

第91条および94条，国連船舶登録要件条約によっても依然として不明確な状態

にとどまっている順。こうしたことから，真正な関係の欠如を理由とする船籍

の否認は困難であろう㌦　本判決は，このような立場にたっていると思われ

る蜆。

IV．結語

　排他的経済水域における活動をめぐる紛争に関し特に重要と思われるのは，

「主権の原則」から流れ出る沿岸国の権利と「自由の原貝1」」を基盤とする非沿

岸国の権利とのバランスである。排他的経済水域におけるある活動が，一 遭A海

洋法条約上、沿岸国の権利の枠内に入るのか非沿岸国の権利とされるのか。こ

の点をめぐって，今後，様々な事例において困難な問題が生じるであろう。本

件はこの問題の一端を示す事例である。本件において裁判所は，少なくともギ

ニア関税法の排他的経済水域への適用は明確に否定した。これは，同水域にお

ける沿岸国管轄権が関税と結び付けられて拡大することを防止する上で，先例

として重要な意味をもっと考えられる。いずれにせよ，海洋法は「主権の原則」

と「自由の原則」との相克の歴史であるが，この2原則のバランスの問題は排

他的経済水域に関し特に顕著に現れていると思われるのである。
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　原告国スイスは，原告の請求はスイス再審機関がワシントン協定に基づいて

　下した国際司法決定の実施の請求という性格をもち，同決定が実施されない

　場合には損害は直接被害国に生じ国内的救済完了の原則は適用されないと主

　張しれしかし，国際司法裁判所は，請求の目的をインターハンデル資産の

　返還であるとみなすことによってスイスの主張を退け，国内的救済完了の原

　則の適用を肯定した。I．C．J．Reports1959，pp．28－29．しかし何人かの判事は

　多数意見に異論を唱えている。Dissenting　opinion　of　Judge　Winiarski，伽4

　pp．83－84；diss6nt㎞g　opinion　of　Judge　Amユ。nd－Ugon，肋a，pp．89－90；dissent－

　i㎎opinion　of　Judge　Spiropou1os，あ肋，pp．123－125．このように国家が被っ

　た「直接侵害」の同定には判断が分かれる場合がある。その判断規準として

　Ame正ansingheは損害ないし侵害された権利の性質を挙げている。

　Amemsinghe，C．F．，Zoc〃Reme励e∫加J肋emoれ。ηα〃σ〃，Camb㎡dge，Grotius，

　1990，pp，129－131．また，国家と私人の双方の権利侵害が同時に発生してい

　る場合にはどのように考えるべきか。この問題に関しMer⑰nは，いずれか優

　越する要素に着目して処理すべきであるとし，その判断規準として紛争の主

　題と請求の性質を挙げている。M6mn，T．，“TheInciden㏄oftheRu1eof

　E油austion　of　Local　Remedies，・且γ止，Vo1．35．1959，PP，8σ89．この規準

　は一応の手がかりになるとしても，具体的判断に際してはなお困難な事例が

　あるであろう。この問題について，太寿堂鼎，「国内的救済原則の適用の限

　界」，．『法学論叢』，第76巻1．2号，1964年，80－84頁参照。

㈱Judgm・・t，ψ．仇・・t・．3，P．1346，P…．103．

㈹乃滅，P．1346，P…．l04．

幽〃a，PP．1346－1347，P・胴・．105－l06．

ω〃滅，・P．1347，P趾・・．107－109．

6①・〃a，P．1347，P・・a．l1O、
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侮1リ蝪，PP．1347－1349，P・・as1111－I16

鯛乃滅，P．1349，P趾・・．l17－l19．

⑬〃a，PP．1349－1350，P・正・・、120－121．

馳乃滅，P．1350，P砒a11221

鯛〃a，PP．1350－1351，P肛・・．126－127．

㈱　〃a，p．1351，paras，128－129．このような主張の背景には，第3次国連海

　洋法会議において提出されたアフリカ！8か国案があると思われる。この提案

　においてアフリカ諸国は，沿岸国は排他的経済水域における経済活動に関す

　る通関および財政事項を規制するための排他的管轄権を有すると主張してい

　た。〃C0NF．62几．82．しかしこの提案は，国連海洋法条約には明文上取り入

　れられていない。

帥J・dgm・・t，ψ．・〃mt・．3，P．1351，P・m・．130－131．

㈱〃a，PP．1351－1352，P趾・s．132－136．

㈲　この問題については次を参照。奥脇直也，「排他的経済水域における『未

　帰属』の権利」，「海洋法事例研究第2号』，日本海洋協会，1994年，67－82頁。

嘔①　この問題を含め，排他的経済水域に関する国家実行を詳細に検討した文献

　として特に次を参照。水上手之，「排他的経済水域一各国国内法の検討（1）

　（2）（3完）」，『広島法学』第13巻2号，1989年，1－44頁，第13巻3号，1989

　年，35－80頁，第14巻1号，1990年，ユー33頁。Trev6s，T，“Codi脆ati㎝de

　止。it　intemationa1et　pratique　des　Etats　dans1e　droit　de　la　mer，”R．Cノ．D一工，

　Vo1－223．1990，pp－147－217；Juda，L。，“The　Exc1usive　Ecommic　Zone：

　CompatibiIity　of　Nationalαaims…㎜d　the　UN　Convention　on　the　Law　of　the

　Sea，”σD。∫ZリVo1．16．1986，pp．1－58－

　　Judgme皿t，9ρ。c欣　note　3，PP．1352－1353　paras．　139－141。

　　∫腕a，p－1353，paエas．142＿144．

　　乃肋、P．1353－1354，Paras－145－150。

　　∫肪a，p．1355，para．五53一

　　∫肋a，p．1355，pa正a．154．

　　∫bi〆，p．1355，pa1＝as．155＿156、

　　∫肋a，pp．1355＿1356，paエas－157＿159．

　　〃a，P．1356，Paras．160－162一
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　　　　∫蝪一，P．1356，Para，163、

　　　　∫b’a．、p．1356，pafas．　164＿166。

　　　　∫あ’a．，p，1357，paras．167＿168、

　　　　∫b’a一，pp．1357＿1358，paras．　169＿175．

　　　　エb’a。，pp．1358＿1359，paras．176＿177一

　　　　∫肋d。，p－1359，paエas．178＿180、

　　　　∫b’a．，p．1359　pa正a．18！．

　　　　∫b’a，p．1359para，182．

　　　Joint　Dec1町ation　by　Judges　Caminos，YaエIkov，Akl，Anderson，V皿kas，丁正6v6s

　　盆nd　Eiriksson　on　the　Question　of　Costs，必肋一，p－1365．

⑱　Oda，S．，“Dispute　Sett1ement　Prosp㏄ts　in　the　Law　of　the　Sea，”∫C．Z．ρ．，Vol．

　　44．　1995，p．864．

㈲　I．C．J、との比較という観点から国際海洋法裁判所の手続きを分析した文献

　　として次を参照。高林秀雄，『国連海洋法条約の成果と課題』，東信堂，1996

　　年，202－257頁。Roseme，S．，“The正ntemational　TdbmaHo正the　Law　of曲e

　　Sea　8md　the　Intemationa1Court　of　Justice：Some　Points　of　Dif編6rence，”h

　　P1atzodGr，R．and　Verlaan，P一，（eds．），me肋励。∫醐．．Mew　Deソe’opme炊切

　　Mα肋”〃Po伽’ω伽a∫〃’e閉”imα’Coop鉗σκo〃，The　Haguc，Nijhof£1996，pp．

　　200＿215．

　　　　Judgment（P正。mpt　R6Iease），op．cカ．note．1，p．367，p趾a．291

　　　　Presentation　of　Lagoni，ITLOS〃V．99／i8of20Ma正。h1999－

　　　　Judgment（Prompt　Re1ease），oρ。ofC．note－1，p．373，paras．63－64。

　　　∫ろ’d。，　p．373＿374，pa1＝a．66＿68、

　　　∫b’a、，p．374，para．72。

　　　∫bオd。，p－374，para．71．

　　　J乃オa．，p．370，pa■a－51．

　　　Dissθnting　opinion　of　President　M㎝sah，〃a。，pp．378－382，p砒as．6－23；dis－

　　senting　opinion　of　Vi㏄一Presid㎝t　Wo1㎞m　and　J皿dge　Yamamoto，伽d．，pp．

　　386－387，Pams．20－25；dissenting　opinion　of　Judge　Anderson，あ勉．，PP．388－390，

　　p肛a．6－1O；dissenting　opinion　of　Judges　P趾k，Nelson，Chanホase㎞a正a　Rao，

　　Vukas　and　Ndiaye，肋a．，pp．393－396，paエas．8－20一
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㈱　Diss㎝ting　opinion　of　President　Mensah，伽a，p．、379，p姐a．5；dissemt㎞g

　ophion　of　Vice－P正esid㎝t　Wolhm　and　Judge　Yam㎜oto，必沈p．384，p町as．

　5－9；disse頼ti㎎opini㎝ofJudgeAnders㎝，痂〆，PP．387－388，Pa・as．3－5；dis・

　senting　opinion　of　Judges　P趾k，Ne1son，Chミmdrasekhara　Rao，Vukas…md

　Ndiaye，伽〆，pp．393－394，paras－8－1O一

㈱J・dgme・t，伽a，P．370，P・・a．50．

⑲⑪　Judgme血t，9ρ、oれnote．3，P．1352，P砒a．137．See　a1so　pr6sentation　of　Lagoni，

　ITLOS〃V．99／14of15March1999．

⑭1〕Judgment，ψ．c沈mte．3，p．1352，p町a．1381

⑲カ乃肋，P．1361，P・胞．183，（7〕，18〕、

⑤a　Separate　opi血ion　of　Judge　Laing，泌’a，P．1409，P趾a．17．

⑲切　この点に関しZhao裁判官は，排他的経済水域における漁船への給油は，

　国連海洋法条約に規定する航行にはあたらないと指摘している。S6parate

　opinion　of　Mge　Zhao，伽♂，p．1383．またWarioba裁判官は，国連海洋法条

　約第58条3項を援用しつつ，排他的経済水域で活動する他国は沿岸国の経済

　的利益に考慮しなければならないと述べる。従って沿岸国の許可を得て活動

　する漁船は，沿岸国の経済的利益に適正な考慮を払うことを要請されるとい

　う。同様の考慮は，給油する側の船舶にも求められるであろう。Dissent㎞g

　op㎞ion　of　Judge　W㎞oba，伽a，p．1439，pam．84．

鯛　Judgment（Prompt　RG1ease），ψ．cκmte　l，p．374，paエa．72．

㈱　Dissenti㎎op三nion　of　P燗ident　Mensah，伽♂，p．382，pafa．21．

帥　　Comp㎝ia　Naviera　Panliove　S．A．v．Public　Prosecutor，Court　of　Appeal　of

　The　Hague，29May1986，Institute’s　Co11ection　No．2861，〃εMe肋erJm必

　脆〃凸。oκqブ〃CεmαCio〃〃Zσ〃，Vo1．20．1989，pp．349－352．

㈱乃〃，P．351．

⑲9　I．C．J．Repo血s1960，p，171．

ω　船舶と旗国との間の真正な関係に関しては特に次を参照。水上千之，’『船

　舳の国籍と便宜置籍船』，有信堂，1994年，198－267頁。Tache，S．W．，“The

　Nationality　of　Shipsl　The　Definitional　Con岐。vefsyミmd　En赴rcement　of　Genu㎞e

　Lillk，”∫〃em”io伽’Zσ〃e乙Vo1．16．1982，pp，301－312；Pinto，R．，“刊ags　of

　Convenience，”力”用””渉。〃〃e榊。れ。〃α4N．2．1960，セp．344－369；Roux，
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　Je㎜一M趾。，工e∫ρ〃mons　deωmμαjsmc島Pahs，Libraie　g6n6ra1e　de止。it　et　de

　jurispr皿dence，196三一

ω　水上，前掲書，215頁。Momtaz，D1，“皿e　High　Seas，”in　Dupuy，R－J．and

　Vignes，D．（ods．），■〃b〃泌。o此。n　me　Mεw工σ〃gブme∫eo，Vol．1，Dordrecht，

　Nijho韓1991，P．405．

⑫　他方，アメリカ対外関係法第3リスティトメントは，真正な関係の欠如を

　理由として他国が船籍を否認することは正当化されないとしながらも，「国

一家は，旗国が船舶との問に真正な関係を持たない場合には，当該旗国による

　外交的保護を拒否することができる」と述べてい乱The　Ame㎡can　Law

　㎞Sti伽e，Re∫刎eme〃ヴZ舳肋か4地∫伽emmψ伽Z舳、肋FOre敏

　地’”オ。”∫Z〃ψmeぴ舳ea∫刎e∫，Vo1．2，Wash㎞gtom　D．C。，Amehc㎜Law

　Institute肺b1icati㎝s，1987，p．l1．なお，1992年11月16日の安保理決議はユー

　ゴスラビア共和国（セルビア・モンテネグロ）に対する制裁を加えるに際し，

　国連憲阜第7早に基づき，エーコスラヒァと大多数あるいは支配的利害関係

　を有する船舶は，適当な安保理決議の遂行の目的のためには，当該船舶が掲

　げる旗にかかわらず，ユーゴスラビアの船舶とみなすと決定している。

　S瓜es／787（一992）of16November1992，para．lO．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1999年10月脱稿）


